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基地港湾のあり方は、ハード面が中心になるが、連携・運用を効率的に行うという観点も重要。
基地港湾利用１者目は、投資額全額をプロジェクトファイナンスで考慮する必要があり、負担が大きい。

基地港湾のスペースや地耐力が不足した場合に事業者が自ら整備した内容についても、原状回復が求め
られる。原状回復費用もプロジェクトファイナンスで考慮する必要があり、コスト負担が最後まで確定しない。
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■検討すべき事項

○現行の基地港湾制度について、基地港湾の更なる効率的な利用に向けた環境を整えるべきで
はないか。
・港湾間連携を促すための運用改善
・基地港湾の利用機会を増やすための運用改善

基地港湾の更なる効率的な利用に向けて検討すべき事項

【第1回検討委員会で頂いた主なコメント】

・港湾間連携を促すための運用改善：
①施工の効率化に向けた複数基地港湾利用の促進

・基地港湾の利用機会を増やすための運用改善：
②貸付契約１者目の契約保証額の軽減、 ③基地港湾貸付料の平準化、④原状回復義務の緩和等、
⑤柔軟な貸付料支払方法の設定

第1回検討委員会で頂いたコメントも踏まえ、
基地港湾の更なる効率的な利用に向けて、まずは下記項目について検討を進めたい。



①施工の効率化に向けた複数基地港湾利用の促進

○事業者が、施工の効率化のために複数基地港湾を利用する場合、 複数の賃貸借契約を締結する必要。

○複数基地港湾の利用を促進するため、複数基地港湾利用する場合の貸付について、一定の配慮を行う

必要があるのではないか。

2

４年目３年目２年目１年目利用港

A港１港利用

A港
⇒基礎設置

複数港
利用

B港
⇒風車輸送・プリ
アッセンブリ・撤去

準備工
（砕石・敷鉄板・基礎仮置き等）

基礎設置

風車輸送・プリアッセンブリ

風車据付

風車試運転

運転開始
タワースタンド
基礎整備等

施工期間の短縮

〈基地港湾運用スケジュール イメージ〉

準備工
（砕石・敷鉄板・基礎仮置き等）

基礎設置

風車据付

風車試運転

タワースタンド
基礎整備等 風車輸送・プリアッセンブリ

運転開始



B社 出力量10万kw

②貸付契約１者目の契約保証額の軽減

○１者目の契約保証額については、基地港湾整備費の100％が必要。
○基地港湾の利用機会を増やすための運用改善として、１者目の契約保証額を軽減する必要があるので

はないか。
※１者目の発電事業者の貸付料は、出力量にかかわらず、２者利用を想定して基地港湾整備費の50%となり、２者目と

の契約締結が見込まれない場合等は100％となる。なお、基地港湾指定の際には、２者以上の利用を想定。

（1者目の契約時）
・貸付料（1者目）＝ 投資額＊0.5／20年間

※２者目との契約締結が見込まれない場合や契約を解除する場合は100％に変更

（2者目契約後）
・貸付料(1者目) ＝（投資額＊発電量按分－支払済額）／ (20年間-既支払期間) 
・貸付料(2者目) ＝ 投資額＊発電量按分／20年間

〇１者目の契約時

投資金額

契約保証額

貸付料

A社 出力量20万kw

66.7%

50% 100%

〈現制度の貸付料の算定方法〉

〇２者目の投資金額を出力量に応じて按分

貸付料

契約保証額

3100%

貸付料

契約保証額



③基地港湾貸付料の平準化

○貸付料の算定根拠が各港の整備費であるため、各港の貸付料（利用料）が異なり、貸付料が安価な港湾へ
利用が集中することが想定される。

○基地港湾の利用機会の拡大に向けて、近隣基地港湾（同一港湾管理者等）の貸付料の平準化の検討を行う
必要があるのではないか。

備考
各基地港湾の貸付料（百万円）

発電容量事業者 貸付料
平準化後

従来通り
基地港湾②基地港湾①

・既契約者は従来算
定方法とする。

315－315150MWA海域【既契約】

1,7732,250631
※基地港湾①を利用する場合300MWB海域

2,9553,750－500MWC海域

2,955－1,052500MWD海域

8,0006,0002,000計
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※基地港湾①、②が近隣基地港湾（同一港湾管理者等）の場合

近隣基地港湾の
貸付の平準化

貸付料の差が大きく、
基地港湾①の利用増



④原状回復義務の緩和等
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⑤柔軟な貸付料支払方法の設定

○現行の賃貸借契約における貸付料の考え方については、契約締結後は発電事業の開始の有無に関わら
ず、毎年度貸付料を支払わなければならない。

○基地港湾の貸付料にかかる運用改善として、基地港湾貸付料の支払いの抑制期間の導入等の検討を行う
必要があるのではないか。

賃貸借契約締結

貸付料

許可事業者選定 賃貸借契約終了運転開始 運転終了

運転開始まで
支払いの抑制期間を設定

投資額の発電量按分

賃貸借契約締結

20年間

貸付料

許可事業者選定 賃貸借契約終了運転開始 運転終了

事業収入の目途が立つ前の
基地港湾貸付料の負担
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〈既存制度の貸付料支払いの考え方〉

〈支払いの抑制期間導入の考え方（案）〉



【参考】原状回復義務の緩和等
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